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前
財
務
事
務
次
官
の
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
調
査
及
び
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

報
道
関
係
者
に
対
す
る
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
以
下
、
セ
ク
ハ
ラ
）
の
報
道
を
受
け
、
福
田
前
財
務
事
務
次
官
は
、

四
月
二
十
四
日
に
そ
の
職
を
辞
任
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

財
務
省
は
、
銀
座
総
合
法
律
事
務
所
と
顧
問
弁
護
士
契
約
を
締
結
し
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
、
同
事
務
所
に
所
属
す
る

弁
護
士
と
顧
問
弁
護
士
契
約
を
締
結
し
て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
い
つ
か
ら
顧
問
弁
護
士
契
約
を
締
結
し
て
い
ま
す
か
。

二

一
に
つ
い
て
、
顧
問
弁
護
士
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
顧
問
料
あ
る
い
は
弁
護
士
事
務
所
に
支
払
っ
て
い
る

費
用
は
い
く
ら
で
す
か
。

三

今
回
の
セ
ク
ハ
ラ
に
関
す
る
調
査
を
銀
座
総
合
法
律
事
務
所
に
委
託
す
る
に
あ
た
り
、
新
た
に
か
か
る
費
用
は
い
く
ら
で

す
か
。
そ
の
費
用
は
、
国
民
の
税
金
に
よ
り
賄
わ
れ
ま
す
か
。

四

今
回
の
セ
ク
ハ
ラ
に
関
す
る
調
査
の
委
託
に
つ
い
て
、
財
務
省
は
い
つ
、
銀
座
総
合
法
律
事
務
所
に
指
示
書
も
し
く
は
そ

れ
に
類
す
る
書
類
を
提
示
し
ま
し
た
か
。
ま
た
、
そ
の
中
で
、
今
回
の
セ
ク
ハ
ラ
に
関
す
る
調
査
は
い
つ
ま
で
に
終
え
る
こ

と
を
指
示
し
て
い
ま
す
か
。

一



五

銀
座
総
合
法
律
事
務
所
に
セ
ク
ハ
ラ
調
査
を
委
託
す
る
に
あ
た
り
、
同
事
務
所
は
財
務
省
の
顧
問
弁
護
士
な
の
で
、
中
立

性
、
第
三
者
性
は
担
保
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
中
立
性
、
第
三
者
性
は
ど
の
よ
う
に
担
保
さ

れ
て
い
ま
す
か
。

六

財
務
省
担
当
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
「
セ
ク
ハ
ラ
調
査
は
テ
レ
ビ
朝
日
が
納
得
で
き
る
形
で
行
う
よ
う
努
め
る
」
と
発
言
し

た
が
、
財
務
省
は
、
調
査
の
実
施
主
体
を
テ
レ
ビ
朝
日
側
の
納
得
で
き
る
弁
護
士
事
務
所
や
、
テ
レ
ビ
朝
日
の
顧
問
弁
護
士

に
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
か
。

七

福
田
前
財
務
事
務
次
官
が
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
、
財
務
省
が
銀
座
総
合
法
律
事
務
所
に
委
託
し
て
行
っ
て
い
る
調
査
の

結
果
の
公
表
が
、
裁
判
の
結
果
が
出
た
後
に
な
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。

八

財
務
省
は
、
四
月
二
十
七
日
に
福
田
前
財
務
事
務
次
官
に
対
す
る
処
分
を
公
表
し
た
が
、
財
務
省
と
し
て
、
「
福
田
前
財

務
事
務
次
官
が
セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
行
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
ま
た
、
そ
の
事
実
と
は
、
被
害

者
や
セ
ク
ハ
ラ
行
為
の
内
容
な
ど
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
項
を
認
め
た
の
で
す
か
。

九

財
務
省
は
、
四
月
二
十
七
日
に
福
田
前
財
務
事
務
次
官
に
対
す
る
処
分
を
公
表
し
た
が
、
財
務
省
と
し
て
、
福
田
前
財
務

事
務
次
官
が
「
人
事
院
規
則
上
の
セ
ク
ハ
ラ
行
為
」
を
行
っ
た
と
判
断
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

二



十

八
に
つ
い
て
、
「
福
田
前
財
務
事
務
次
官
が
セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
行
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
認
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
す
で
に

報
道
さ
れ
て
い
る
、
麻
生
財
務
大
臣
の
「
は
め
ら
れ
た
」
と
い
う
発
言
も
、
謝
罪
、
撤
回
す
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
。

十
一

財
務
省
と
し
て
「
福
田
前
財
務
事
務
次
官
が
セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
行
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
認
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
麻
生

財
務
大
臣
、
福
田
前
財
務
事
務
次
官
は
テ
レ
ビ
朝
日
を
訪
問
し
、
謝
罪
す
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
。

十
二

財
務
省
と
し
て
「
福
田
前
財
務
事
務
次
官
が
セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
行
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
認
め
、
福
田
前
財
務
事
務
次

官
を
処
分
し
て
も
、
福
田
前
財
務
事
務
次
官
が
謝
罪
し
な
い
こ
と
は
あ
り
得
る
の
で
す
か
。

十
三

財
務
省
と
し
て
「
福
田
前
財
務
事
務
次
官
が
セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
行
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
認
め
、
福
田
前
財
務
事
務
次

官
を
処
分
す
る
な
ら
、
福
田
前
財
務
事
務
次
官
に
も
謝
罪
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
。

十
四

財
務
省
と
し
て
「
福
田
前
財
務
事
務
次
官
が
セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
行
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
認
め
、
福
田
前
財
務
事
務
次

官
を
処
分
す
る
な
ら
、
福
田
前
財
務
事
務
次
官
が
、
「
セ
ク
ハ
ラ
行
為
を
行
っ
た
」
と
い
う
事
実
に
係
る
訴
訟
を
提
起
す
る

の
は
矛
盾
し
ま
す
。
訴
訟
の
提
起
は
取
り
や
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。

三


